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令和５年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第４号） 

令和５年９月２１日（木） 

午前９時３０分 開議  

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ４６ 長与町印鑑条例の一部を改正する条例 ※総務 

２ ４８ 令和５年度長与町一般会計補正予算（第４号） 
※総務 
※産業 

３ ４９ 令和５年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

４ ５０ 令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ※総務 

５ ５１ 令和５年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

６ ５２ 令和４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 
※総務 
※産業 

７ ５３ 
令和４年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
※総務 

８ ５４ 
令和４年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
※総務 

９ ５５ 
令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
※総務 

１０ ５６ 令和４年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ※総務 

１１ ５７ 
令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 
※産業 

１２ ５８ 令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１３ ５９ 令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１４ 請願１ 
ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２４

年度政府予算に係る意見書の提出を求める請願 
※産業 

１５ 発委２ 
核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすこと

を求める意見書 
 

１６ ― 議員派遣の件  

１７ ― 委員会の閉会中の継続調査申し出  

    

    

    

※付託された委員会 

 

 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。委員会審査大変お疲れさまでした。ただ今から本日の会

議を開きます。 

日程第１、議案第４６号長与町印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。

ただ今議題とした議案について、委員長の報告を求めます。 

金子総務厚生常任委員長。 

○１０番（金子恵議員） 

それでは議案第４６号長与町印鑑条例の一部を改正する条例についてご報告を申し上

げます。審査日は令和５年９月８日、西田委員、藤田委員以外全員出席の下、説明員に

関係所管管理職ならびに職員を招き審査を行いました。提案理由、主な内容として、印

鑑登録証明書の窓口交付に関する規定について改めるとともに、電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、印鑑登録証明書のコ

ンビニ交付に関する規定を改めるもの。役場窓口において印鑑登録証明書の交付申請を

する際、本人申請に限り個人番号カードのみの提示でも証明書の交付ができる旨の規定

を追加。利用者証明用電子証明書を搭載した移動端末設備、これはスマートフォンです

が、を利用して、印鑑登録証明書の交付をコンビニエンスストアでも受けることができ

る旨の改正を行う。以上の説明がありました。主な質疑として、スマートフォンを利用

する場合、アプリケーションを入れておくのかに対し、マイナポータルから電子証明書

を付与する登録を済ませてから使用することになる。今回はアンドロイドのスマートフ

ォンが対象となる。次に、スマートフォンを利用してマイナポータルから取得できるも

のは印鑑証明書のみかの質疑に対し、長与町では住民票、戸籍、記載事項証明、戸籍の

附票、印鑑証明書が取得できる。以上、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきも

のと決しました。以上、報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。議案第４６号について質疑はありま

せんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１、議案第４６号長与町印鑑条例の一部を改正する条例を採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 



日程第２、議案第４８号令和５年度長与町一般会計補正予算（第４号）から日程第５、

議案第５１号令和５年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）までの４件を一括

議題といたします。ただ今一括議題とした議案について、委員長の報告を求めます。 

金子総務厚生常任委員長。 

○１０番（金子恵議員） 

それでは議案第４８号以降の報告を行います。審査日、出席委員、説明員は先ほどと

同様でございます。議案第４８号令和５年度長与町一般会計補正予算（第４号）の総務

厚生常任委員会に分割付託された部分の提案理由、主な内容を報告いたします。歳入の

主なものは普通交付税の令和５年度の額の確定により５億５,２９４万８,０００円の増

額。また、令和４年度駐車場事業特別会計の精算に伴う剰余金１２１万円を受け入れた。

歳出の主なものは、ふれあいセンター体育館の照明工事に伴う費用の増額、同じく体育

館２階通路の補修、ふれあいセンター２階の女子トイレ改修工事のための予算を計上。

また、地域介護・福祉空間整備等交付金を活用して、災害発生時における高齢者施設等

の安定的な電力確保を行うため、認知症高齢者グループホーム１施設、小規模多機能型

居宅介護施設１施設に非常用自家発電設備の整備を行う。地方債補正では、臨時財政対

策債の発行可能額の確定に伴い起債限度額を減額した。以上の説明がありました。主な

質疑として、総務部では、ふれあいセンターのＬＥＤの照明の取り換えは配線の老朽化

によるものか、また、どれくらい照度が上がるのかに対し、分電盤交換に伴い配線工事

も必要となる。照度は一般家庭の室内の明るさぐらいで現在よりも明るくなると考えて

いるとの答弁でした。次に、工事のタイムスケジュールはどうなるのかに対し、施工自

体は３カ月程度。１月ぐらいまでには整備したいと考えているとの答弁でした。企画財

政部におきましては、交付税は見込みどおりだったのかの質疑に対し、歳入は基本的に

大きな乖離がないように見込んでいる。普通交付税は今年度２５億円で決定が来ており、

おおむね見込額どおりという見解を持っているとの答弁でした。次に、住民福祉部では、

地域障害児支援体制強化事業補助金は、ひばり学級巡回支援に充当しているが内容は何

かに対し、ひばり学級の療育専門員が、幼稚園、保育園を回り、障害など気になる子ど

もに対する対応等について指導を行うという支援になるとの答弁でした。次に、地域障

害児は何歳までが対象になるのかに対し、巡回支援で実際に行っている子どもは小学生

ぐらいまでだが、児童福祉法の観点から１８歳まで行っているとの答弁でした。次に、

健康保険部におきましては、地域介護・福祉空間整備等交付金は定額補助ということで、

国から施設へ補助金が行くということで本町からの補助はないということかに対し、国

の補助金をそのまま町から交付するため町の持ち分はないとの答弁でした。次に、町の

負担はないが、長与町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱に基づいて交付される

ということかの質疑に対し、要綱に基づいて申請を出してもらい決定するということに

なっているとの答弁でした。今回さまざまなメニューの中で非常用自家発電を整備、設

置しなければならない理由、課題は何か。またどのような効果が期待できるのかに対し、



災害時に停電が長く続く場合を考慮し、安定的に電力が供給できないことで介護に支障

が出ないよう対策を行うものである。以上、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべ

きものと決しました。 

次に、議案第４９号令和５年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて、ご報告を申し上げます。提案理由として、歳入歳出それぞれ１億８８６万９,００

０円を追加し、補正後の総額を４２億３,３３０万７,０００円とするもの。歳入では、

電算システム改修に伴う特別調整交付金２７０万６,０００円を増額計上。歳出では、国

民健康保険システムおよび健康管理システムの改修委託料として３３０万円を計上。以

上の説明がありました。主な質疑として、電算システム変更の理由と内容は何かに対し、

令和６年１月より産前産後における保険料負担が軽減されることとなり、それに対応す

るためのシステム改修であるとの答弁でした。次に口腔保健推進事業の一般会計への財

源組替の内容は何かに対し、これまでは母子保健事業で行っていた歯科検診やフッ化物

塗布事業は、国保会計と一般会計で費用を案分しており、国保会計には保健事業の補助

を充当していた。今度新しく歯科保健事業について、国から補助が出るようになった。

これは他に補助がある場合は出ないため、事業費を全額一般会計から支出することとし

た。慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に議案第５０号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてご報告を申し上げます。提案理由、主な内容として歳入歳出それぞれ２２６万７,０

００円を追加し、補正後の総額を６億３,２５１万５,０００円とするもの。歳入では、

前年度決算に伴い確定した繰越額２２６万７,０００円を計上。歳出では、前年度からの

繰越金のうち、出納整理期間に収納した前年度分の保険料を長崎県後期高齢者医療広域

連合へ納付するもので、同じく２２６万７,０００円を計上。以上の説明がありました。

こちらに関しましては、特記すべき質疑はありませんでした。慎重に審査した結果、全

会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５１号令和５年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

ご報告を申し上げます。提案理由として、保険事業勘定は歳入歳出それぞれ２億１,６９

７万７,０００円を追加し、補正後の総額を３１億９９８万４,０００円、介護サービス

事業勘定は、歳入歳出それぞれ２５７万７,０００円を追加し補正後の総額を３,０３７

万５,０００円とするもの。保険事業勘定の歳入では令和５年度交付金の確定に伴い、保

険者機能強化推進交付金１９４万４,０００円を減額計上。歳出では、予備費１億８,４

８２万円を収支の調整として計上。介護サービス事業勘定の歳入では、前年度決算に伴

い確定した繰越額２５７万７,０００円を計上。歳出では、収支の調整として予備費に同

額を計上。以上の説明がありました。主な質疑として、保険者機能強化推進交付金は使

い道が幅広い。何に活用するのかに対し、一般会計福祉課の高齢者交通費助成に充当す

るとの答弁がありました。慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しまし

た。以上報告を終わります。 



○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４８号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４９号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５０号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５１号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

続けて報告を求めます。 

中村産業文教常任委員長。 

○８番（中村美穂議員） 

皆さんおはようございます。令和５年度第３回定例会本会議におきまして、産業文教

常任委員会に付託を受けました議案、請願について報告いたします。審査日は、令和５

年９月８日から１４日、委員全員出席の下、説明員として関係所管課管理職ならびに職

員、また請願については安部都紹介議員を招いて審査いたしました。議案第４８号令和

５年度長与町一般会計補正予算（第４号）産業文教常任委員会分割付託分の提案理由、

主な内容といたしましては、建設産業部土木管理課では、歳入は町道３工区１０号線に

おいて、道路および河川護岸に亀裂が発生したことから補修工事の財源として起債の借

り入れを行うもの。歳出では、道路と河川護岸の一体的な工事が必要なため、県が施工

主となり補修工事を行い、町は道路工事に係る費用を負担金として支出する。街路事業

費では町道西高田線の新設区間において、道路のり面に変状が確認されたため地質調査

に係る測量設計委託料の他、仮設防護柵の設置工事費を計上。教育委員会学校教育課で

は、歳入で町内企業より受けた寄付金を地域スポーツ活動の振興に活用するため、中学

校費寄附金に計上。歳出の中学校教育振興費のバドミントンのシャトルやソフトテニス

のボールなどの消耗品費、弓道の弓などといった備品購入費に充当する。生涯学習課で

は、歳出において文化施設管理費の修繕料で文化ホールの非常灯照明器具の取換費用を。

保健体育総務費では５年度優良団体表彰受賞の表彰式典参加旅費２人分。体育施設管理

費の工事請負費では、テニス広場にある腐食して現在使用していない街路灯の撤去費用

を計上という説明がありました。 

主な質疑といたしまして、建設産業部の土木管理課、河川護岸の工事は長与川の取水

口に近い場所だが今年度中に終わるのかに対し、長与川は飲み水として、また斉藤では

農業用水としての利用もあるため、河川の水位を下げずに施工する工法を県が採用し施

工。今年度中に完了する予定という答弁でした。２年ほど前には三彩橋から斉藤に行く

護岸の亀裂があった。この一帯を調査する必要はないのかに対し、今回調査した結果に



基づいて必要な範囲を地盤改良する。全体的な地盤調査などは今後県とも協議したいと

考えるという答弁でした。教育委員会学校教育課では、この寄付金は１社のものかに対

し、１社であるという答弁でした。消耗品で購入する内容は全ての中学校で使用するの

かに対し、バドミントンのシャトル２０本、ソフトテニスボール練習球２４０個などを

購入する予定。地域スポーツ活動は３つの中学校が集まって活動しているので、全ての

中学校の生徒が使用するという答弁でした。生涯学習課では文化ホールの照明は定期的

に変えているのかに対し、今回の計上分は非常灯の設備を取り換えるものであるという

答弁でした。以上のような質疑が行われ、全会一致で可決すべきものと決しました。以

上報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

議案第４８号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第４８号令和５年度長与町一般会計補正予算（第４号）を採

決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３、議案第４９号令和５年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第５０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第５０号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算



（第１号）を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第５１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第５１号令和５年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第６、議案第５２号令和４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、

日程第１３、議案第５９号令和４年度長与町下水道剰余金の処分及び決算の認定につい

てまでの８件を一括議題といたします。 

ただ今一括議題とした議案について委員長の報告を求めます。 

金子総務厚生常任委員長。 

○１０番（金子恵議員） 

それでは引き続き議案第５２号令和４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、総務厚生常任委員会に分割付託されました部分の報告を申し上げます。 

提案理由、主な内容としまして、歳入総額は１５４億４,２８８万６,１２７円で、前

年度比６.９％の減少、歳出総額は１４２億９,４５３万３,８４６円で、前年度比６.３％

の減少、歳入歳出差し引き残額は１１億４,８３５万２,２８１円となり、前年度よりも

およそ１億９,８００万円減少した。総務部総務課では、道ノ尾駅に設置した平和モニュ

メント車輪、銘板の設置工事費として９７万９,０００円を支出。契約管財課では、高田

南土地区画整理事業の仮換地で町へ移管された町有地３件、未利用町有地１件の売却に

よる普通財産売払収入９,１５１万１,４８８円。地域安全課では、長与町ふれあいセン

ター屋上防水工事に２,１６５万１,０００円を支出、また自治会加入促進のための動画

作成に１３７万５,０００円を支出。情報政策課は、庁舎内の会議室でＷｅｂ会議を開催

するための通信回線、大型モニター等の整備に４９３万６,０００円を支出。秘書広報課

では、イメージキャラクター商品等製作委託料としてフェイスタオル１,０００枚を製作、

３１万２００円を支出した。企画財政部財政課では、繰越金７億６,６５２万２,７８４

円、減債基金積立金１億２万４,８２２円は、運用収入の他に今後の公債費増加への対応

として１億円を積み立てた。政策企画課では結婚相談事業１３８万円、移住・定住促進

事業に３６１万４,０００円を支出、複合施設整備のための地質調査、複合施設整備基本

計画策定と設計プロポーザル実施に１,１５０万３,０００円を支出。税務課、収納推進



課では、ご当地ナンバー導入に４９万８,０００円を支出。健康保険部健康保険課では、

国民健康保険事業の安定運営のため、特別会計へ２億３,７５０万５,０００円を繰り出

した。また継続事業である健康ポイント事業に５６１万円を支出。介護保険課では、介

護サービス施設５７事業所に電気代、ガソリン代に対する補助金７２５万４,０００円を

支出した。住民福祉部高田保育所では、自然環境教育のための研修、野菜等の栽培実施

に２１万６,０００円を支出。こども政策課では、３歳児健診時に弱視の危険因子のスク

リーニング検査のため、スポットビジョンスクリーナーを導入。また伴走型相談支援、

経済的支援を一体として実施した出産・子育て応援事業に３,２７８万円を支出。住民環

境課では、ごみ収集委託費、し尿収集運搬処理費などを支出。福祉課では、国の施策で

ある住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急

支援給付金などを計上。会計課では用品調達基金は、封筒、請求兼領収書など庁舎内の

分を一括購入。議会事務局、監査事務局では、議会主催で開催した議員研修会講師謝礼、

議会だよりの読者アンケートに係る謝礼を支出。以上の説明がありました。 

主な質疑として、総務部総務課では、県支出金の人権啓発活動地方委託事業委託金は、

ほとんど教育委員会の活動に充当しているとのことだが、使途に制限があるのかに対し、

趣旨としては国が全国的に一定水準の啓発活動を確保するという観点から、地方公共団

体に対してその活動を委託するものになっている。制限やメニューは示されているとい

う答弁でした。次に教育委員会では、どのようなことに使われているのかに対し、人権

標語集の作成をしている。内容は人権作文、人権問題に関する標語、各小中学校から募

集したものを掲載したものとなっている。次に、参議院議員選挙で投票所パソコンレン

タル料の項目がなくなっている理由は何かの質疑に対し、予算計上時は各投票所の投票

システムのパソコンレンタルを想定していた。結果的に情報政策課に保有しているパソ

コンで対応できたため、レンタルを行わなかったとの答弁でした。次に契約管財課にお

きましては、長与町コミュニティホールは、令和４年度はどのくらいの申請があったの

か。また年々どのような傾向なのかの質疑に対し、１１件、使用日数としては４２日間

となる。令和２年度、３年度はコロナ禍で落ち込んでいた。令和４年度以降については、

回復の傾向で、今後も展示等の活用が見込まれるというふうに考えているとの答弁でし

た。次に、光熱費に関しては新電力に切り替え経費削減の努力をしていたが、現在は電

力会社と変わらない金額になってきている。今後の見通しと対応はどうかに対し、今後

の展望について危惧している状況である。直近の節電対策として令和７年度以降に庁舎

の電灯のＬＥＤ化を検討しており、階層ごとにするか、一度にするか研究を行い、節電

対策に取り組んでいきたいとの答弁でした。次に、大手電力会社も電気料金が決まって

いるわけではない。見積もりは取っているのかに対し、燃料費高騰の実態もあり、せめ

ぎあいの状況である。今後も大手電力会社、新電力会社から見積もりを取り検討し、最

小の経費で進めていきたいとの答弁でした。次に、地域安全課では、石油貯蔵施設立地

対策等補助金で購入したポータブル蓄電池とはどういうものかの質疑に対し、災害時に



電源を確保するもの。避難所での利用、スマートフォンの充電、ＬＥＤ電球を使った照

明などを想定しているとの答弁でした。次に、自治会ベビーチャンネルを作っているが、

あえて長与町公式ではなく別のチャンネルを作った意図はどういうものかに対し、自治

会に特化した動画を配信するために専用のチャンネルを設けた。今後も自治会関係のこ

とを発信していきたいとの答弁でした。次に、ファイナンシャルプランニングによる相

談で生活改善がなされたのかの質疑に対し、事業が発足したときには生活困窮者の相談

が主だったが、現在は家計の収支見直しなど困窮者以外の相談がほとんどであるとの答

弁でした。次に、情報政策課におきましては、デジタル基盤改革支援補助金は充当先の

規定があるのかの質疑に対し、補助要綱によって具体的に対象が決まっており、用途が

限定されているとの答弁でした。次に質疑として庁舎内Ｗｅｂ会議ができるように環境

を整備したということだが実績はあるのかに対し、ディスプレイ等を設置した７つの会

議室の延べ利用件数は約２００件で、従来よりかなりの回数、頻度になっているとの答

弁でした。Ｗｅｂ会議の内容はどのようなものかに対し、県の会議また全国の会議など

に参加できるようになった。遠方に行っていた会議がほぼオンラインに切り替えられて

いるとの答弁でした。次に、秘書広報課におきましては、イメージキャラクター商品を

作る場合、ミックンファミリー、ミックンのお友達シリーズのどちらに重きを置いてい

くのかに対し、ベースはミックン原型を使っていくが変化を付けた方が親しみやすい。

ミックンファミリーが権利が業者にあるため思うように使えない部分があるが、職員が

独自で印刷する部分に関しては自由に使ってもいいということになっている。時と場合

に応じて使っていく。ミックンのお友達シリーズもサブキャラクターということで、長

与町を盛り上げられたらと考えているとの答弁でした。次にミックンのタオル１,０００

枚を作成したが何に使ったのかに対し、シーサイドマルシェなどで一般販売をしている。

また、自治会の敬老会などに利用してもらっているとの答弁でした。企画財政部財政課

におきましては、法人事業税交付金６４０万円の増加の理由は何かに対し、法人事業税

の一部を財源として、県下各市町の従業員数に応じて市町村に交付するものである。令

和３年の割合は法人税割額が３分の２、従業員数割３分の１で案分をされていたものが、

令和４年度は法人税割が３分の１、従業員数割が３分の２と案分比率が変わったため長

与町に有利に働き、法人事業税交付金が多く入ってきたという結果になっている。経常

収支比率が９１.２％は硬直した状態であるという内容が監査委員の意見書にあったが、

その要因は何かの質疑に対し、歳出面では会計年度任用職員の報酬額などの引き上げに

より人件費が増加していること。および、原油価格の高騰に伴い施設の光熱費などが上

昇したことで物件費の増加が顕著であった。収入面では臨時財政対策債が大きく減少し

たことにより、比率が下がる方に働いたとの答弁がありました。次に、譲与税、利子割

交付金、地方交付税などが減額になっている要因は何かに対し、利子割交付金、配当割

交付金、株式等譲渡所得割交付金等については、主に景気に左右される。また地方交付

税に関しては、国の財力の問題であるとの答弁でした。次に政策企画課におきましては、



町主催の婚活イベントで結婚した例がないとのことだが、毎年予算を使っているがそれ

だけの意義があるのか。見直しなどの検討はしていないのかの質疑に対し、以前は社会

福祉協議会に委託を行い、そこでの婚活イベントで結婚したという報告があった。町主

催は令和２年度からだが長与町の方の参加が少ない。新たな取り組みを検討していると

の答弁でした。次に、新図書館と健康センターの複合施設についてのプロポーザル審査

委員に業者からのアプローチがあった場合、接待等について制約制限を設けているのか

の質疑に対し、プロポーザルの実施要領の中で、参加する事業者については審査員と全

くコンタクトを取ってはならないという規定を設けており、違反した場合は失格要件の

規定を設けているとの答弁でした。移住・定住促進事業で長与町に移住した人の決め手

となった理由は何かの質疑に対し、もともと長与町出身など縁があった人が移住してい

るという結果であるとの答弁でした。次に税務課、収納推進課では還付金の内容は何か

に対し、令和３年度までに課税をした分に対する訂正があった場合の還付金になる。町

県民税、法人町民税の予定納税等に係る分の還付金、固定資産税、配当割、株式等譲渡

所得割の還付金が主なものであるとの答弁でした。次に、ご当地ナンバープレートは３

００枚作成しているが、なくなった場合は通常のナンバープレートになるのかに対し、

ご当地ナンバープレートを主として進める予定にしているとの答弁でした。次に健康保

険部健康保険課におきましては、健康ポイント事業の参加者数が平成３０年と比べて減

っている。理由は何かに対し、この事業は３年間参加ができることとしている。４年度

は目標の５００人の新規参加者がいなかったため、参加者数が減っているとの答弁でし

た。一度参加したら同じ人は二度と参加できないということかに対し、事業の目的は健

康習慣を身に付けるものであり、３年の間に歩く習慣や健診の受診などを習慣化し、卒

業後も自分自身で取り組んでもらうことを目標としているとの答弁でした。次に、介護

保険課におきましては、介護サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援補助金はどこ

に補助したのかに対し、グループホーム、特別養護老人ホームなど入所系と通所系の施

設に電気代を補助。また訪問系、相談系の施設にはガソリン代を補助したとの答弁でし

た。次に、住民福祉部におきまして、こども政策課、高田保育所に関しましては、質疑

として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で副食費の食材の高騰分を

補助した。今後交付金がなくなった場合どうなるのかに対し、今年度から月４,７００円

の副食費を各家庭から徴収している。さらに今年度も１人当たり２０円の補助がある。

今後は今年度の材料費の実績を見ながら予算に計上していきたいとの答弁でした。高田

保育所の職員を対象に自然環境教育研修を実施したが内容はどのようなものかに対し、

子どもたちが活動した内容と同じものを実際に体験し、指導方法、声かけや対応の仕方

について学んだ。内容としては五感を使って自然を感じるなど、感性を開く活動を行っ

たとの答弁でした。次に、児童虐待防止に取り組んでいるが、実際に虐待に遭った子ど

もたちの問題はどのように解決するのかに対し、緊急性がある場合は児童相談所での一

時保護対応など相談機関へつないでいるとの答弁でした。予防接種助成費は、ＨＰＶワ



クチンを自費で接種した人への払い戻し分かに対し、ＨＰＶ接種の償還払いに加え、里

帰り時に子どもを連れて県外の病院で予防接種を受けた場合はいったん自費で払い、そ

の後町に請求を行い町の上限で支払うこととなるとの答弁でした。次に、住民環境課で

はコンビニで住民票などを取得する場合、時間が限られているが全国的に同じなのかに

対し、全国統一になっているとの答弁でした。コンポストモニタリングの終息の見通し

は立っているのかの質疑に対しては、現段階では予測ができていない。見込みが立たな

い状況であるとの答弁でした。次に、きれいな町づくり事業委託料の業務内容はどのよ

うなものかに対し、委託先はシルバー人材センター。内容は道路の清掃等の巡回、常設

倉庫の資源化物の回収、ステーションのクリーンボックスの補修などであるとの答弁で

した。次に福祉課におきましては、障害者相談支援事業では１,８３６件の相談があった

との説明だがどのような相談があるのかに対し、長与町社会福祉協議会の相談支援施設

ぬくもりと、長崎市のなごみの里で相談を受けてもらっている。ここでは障害を持って

いるが何をしたらいいのか分からない、どこに行けばいいか分からないなど、入り口の

相談を受けてもらっている。計画、支援サービスが必要な場合は、相談支援事業所から

施設または計画を立てるなど、段階を踏んでいくことになるとの答弁でした。会計課で

は、働き方改革の一環でＡＩなどを活用し業務効率化を進めているが会計課では使える

余地はあるのかに対し、情報政策課が昨年度から立ち上がっている。その中でＲＰＡな

ど事務の効率化に向け、請求書の電子化など見直しができないか協議しているとの答弁

でした。議会事務局におきましては、議事録の作成はＡＩなどが発達して精度が高いと

ころがあるのではないか。それらを調査研究し現状より金額が高くても文字変換が正確

になれば経費を逆に削減できるのではないか。その方向で考えられないのかに対し、今

のシステムでもう少し改善できるところがないか、チェック体制の見直しを検討する。

併せて研究を行うとの答弁でした。監査事務局では、監査日数はどれくらいかに対し、

令和４年度は５６日間だったとの答弁でした。慎重に審査した結果、全会一致で認定す

べきものと決しました。 

次に、議案第５３号令和４年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご報告を申し上げます。提案理由、主な内容としまして、歳入総額８９８万７,１９

８円、歳出総額７７７万６,４７５円、差引額１２１万７２３円。以上の説明がありまし

た。主な質疑として、嬉里駐車場の時間駐車は有人で徴収しているが現金以外も使える

のかに対し、現金か回数券、これは１,１００円分を１,０００円で購入してもらう。電

子マネーは使えないとの答弁でした。自動化、２４時間化することで収益的に良いので

はないか。これは４年前にも提案したとの質疑がありました。これに対して、施設の管

理計画上２０４５年までを目標年度として維持する施設である。それを踏まえ業者に初

期投資を含めマネジメントをしてもらっている。苦情処理、トラブル処理、料金回収を

含めて年間４００万円、設備代、防犯カメラなどを入れて５年間で２,０００万円のリー

スで見積もりをもらっている。今後商店街、利用者の話を聞きながら判断していきたい



と考えている。慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

次に、議案第５４号令和４年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、ご報告を申し上げます。主な提案理由として、歳入は４３億３,０９９万４,６３

１円、前年度比１.２％の増額、不納欠損額は６５６万６,６１６円。収入未済額は９,４

７３万９,２２２円で、前年度と比較して１,０９６万１,４７９円の減となっている。歳

出は４２億２,４１８万９,８３３円。前年度比１.３％の増額。不用額は６,０３８万３,

１６７円。歳入歳出差引残額１億６８０万４,７９８円は、全額を翌年度へ繰り越すこと

としている。以上の説明がありました。主な質疑として、コクホ・ライン／調光システ

ム変更の内容は何かに対し、未就学児の均等割の保険税を軽減するものであるとの答弁

でした。次に特定健診受診率、特定保健指導の実施率が上がれば県が算定する長与町の

保険税率が下がるということかに対し、保険税率に影響はない。県の努力支援制度補助

金に影響するとの答弁でした。基金が積み増しされ５億４,０００万円ほどになっている。

以前県の激変緩和措置がなくなったときに、基金を活用して住民の保険税が上がらない

ようなことに使っていきたいという説明があった。また、基金を活用して引き下げるこ

とも検討してはどうかという提案もなされた。現段階での担当課の考え方はどうかに対

し、激変緩和措置がなくなった後は、基金を取り崩さなければいけない状況が来ると思

う。それを考えた場合、保険税を下げるということは考えにくいとの答弁でした。次に、

令和３年度と比べ悪性新生物、がんが増えている。また精神も４年度は１２件と倍以上

伸びている。特定健診によって精神の部分は改善がしづらいと思うがどう対応するのか

に対し、国から縦割りではなく、福祉介護、健康増進の担当を含め総合的に相談に乗る

窓口をはっきりさせるようにという指針が来ている。それに向け進んでいくとの答弁で

した。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

次に、議案第５５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてご報告申し上げます。提案理由は、歳入は、収入済額合計は５億９,８９３万５,

５２３円、前年度比６.６％の増額。不納欠損額１６万３,０００円、収入未済額は２８

万３,９７２円。歳出では、支出済額合計５億９,６６６万７,５２３円で前年度比６.５％

の増。不用額は１,２８９万４,４７７円となっている。以上の説明がありました。主な

質疑としまして、令和４年から後期高齢者の保険料が上がっている。それにより滞納の

方に影響が出たのかに対して、収納率が前年度とほとんど変わらないので、数字的には

影響は出ていない。しかし、厳しくなったという実感は持たれているのではと思うとの

答弁でした。次に、本町の後期高齢者数の推移はどうかに対し、今後の見込みは、後期

高齢者医療広域連合で推計値を取っている。後期高齢者が増えていくことは間違いない

との答弁でした。慎重に審査した結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

次に、議案第５６号令和４年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

ご報告を申し上げます。提案理由として、保険事業勘定の歳入では、第１号被保険者保

険料の収入済額は、７億１,５１２万６,０００円、前年度比８１４万５,９６０円、１.



２％の増。収納率は現年度分が９９.９３％。前年度比０.０９ポイントの増。滞納繰越

分は３３.７６％、前年度比１３.８３ポイントの増。介護保険料全体では９９.６３％、

前年度比０.３ポイントの増になっている。歳出では一般介護予防事業として、めだか８

５、脳トレ教室、いきいきサロンなどの委託料を計上。介護サービス事業勘定の歳入は

ケアプラン作成２,７９９件、ケアマネジメント作成２,４８３件に対する収入。歳出は、

地域包括支援センターの介護支援専門員の人件費とその業務に係る経費。また民間事業

所へのケアプラン作成委託料および介護予防ケアマネジメント作成委託料などを計上し

ている。以上の説明がありました。主な質疑として、地域住民グループ支援事業補助金、

サポーターポイント制度交付金は１００万円ほどの不用額が出ている。理由は何かに対

し、地域住民グループ支援事業補助金は高齢者のいきいきサロンが対象になる。上限１

０万円の補助で自治会単位の５０カ所ぐらい作りたいと考えているが、コロナの影響な

どで増えていない。サポーターポイント制度交付金は、町内の介護施設でのボランティ

ア活動に交付金を出しているが、こちらもコロナの影響で登録施設が２６カ所中、実際

の受け入れは令和４年度は２施設であり、サポーターが活動する場がなかった。同じよ

うに自宅での手伝いなども対象としているが、やはりコロナの影響もあり少ないという

状況である。今後は増やしていきたいと思っているとの答弁でした。次に一般介護予防

事業は歩いて通える場所にあるのが理想だと言われている。交通手段など移動のことを

役場も考えてほしいという意見があった。どう考えているかに対し、自身で通ってもら

うということで予算化していない。また、送迎支援等は考えていない。今後の検討課題

としている。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。以

上、報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５２号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５３号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５４号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５５号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５６号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

続けて報告を求めます。 

中村産業文教常任委員長。 

○８番（中村美穂議員） 



引き続き、報告いたします。議案第５２号令和４年度長与町一般会計歳入歳出決算の

認定について、産業文教常任委員会分割付託分の提案理由、主な内容といたしましては、

建設産業部産業振興課では、歳入は、地方譲与税の森林環境譲与税、国庫支出金の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち１億８,３１０万９０９円、県支出

金農業費負担金の中山間地域等直接支払交付金および多面的機能支払交付金など。農道

等事業債は、県事業で行っている藤の棟ため池の堤体補強工事に係る農村地域防災減災

事業負担金に対する起債。歳出は、税務総務費のふるさと長与応援寄附金の経費。４年

度のふるさと納税の受付件数は６,５６２件、寄付額１億４,７８６万３,０００円。その

他労働諸費の長与・時津シルバー人材センターへの運営補助金。農業振興費の各土地改

良区の配水施設の管理補助金、商工振興費の長与町プレミアム商品券発行事業補助金な

ど。土木管理課は、歳入では、使用料及び手数料は各施設使用料。土木費国庫補助金は

道路橋りょう費補助金の町道長与中央線の舗装補修工事の補助金など。災害復旧費国庫

負担金は公共土木施設災害復旧費負担金。土木債は急傾斜地管理事業債など６件。歳出

では、土木総務費は県事業の国道２０７号道路改良事業に伴う地元負担金。道路維持費

は町道管理委託料で、街路樹の剪定および除草委託など６７件。町道維持補修委託料で、

長与・時津シルバー人材センターへの委託を含め５件。橋りょう維持費は町道嬉里線三

彩橋補修工事。街路事業費は都市計画道路西高田線街路整備事業に伴う測量業務など９

件や工事１４件。その他公園緑地管理費で、町内の公園等の清掃や維持管理業務に係る

委託など。都市計画課では、歳入の土木管理費分担金は急傾斜地崩壊対策事業分担金、

住宅使用料および町営住宅駐車場使用料は、東高田、西高田、岡岬の町営住宅３カ所分。

土木費国庫補助金の住宅費補助金のうち、公営住宅等ストック総合改善事業補助金は東

高田Ｂ棟、Ｃ棟の長寿命化改修工事および工事監理業務に対する補助金。地方債は２件。

歳出では、下水道処理費の、負担金、補助及び交付金のうち、１,５２８万１,２００円

が高田南土地区画整理地区内の長崎市下水道区域の工事に対する事業負担金。建築費の

住宅性能向上リフォーム支援補助金が５件で５０万円、親子でスマイル住宅支援補助金

が４件で１６０万円。教育委員会の教育総務課と学校教育課は一括して説明を受けまし

た。歳入の主なものは、教育費国庫補助金の小学校費、中学校費の公立学校情報機器整

備費補助金は、ＧＩＧＡスクール運営支援センターの整備委託に充当。ふるさと長与応

援寄附金は、教育の充実や生涯学習を推進分の２,１８２万７,０００円を学校施設保守

清掃委託などに、町長おまかせコース分１,６０５万８,０００円を長与小学校電動式移

動観覧席経年劣化補修工事などに充当。企業版ふるさと納税寄附金については、学校の

アクセスポイントの増設、ｉＰａｄ購入などのＩＣＴ教育環境整備に充当。歳出では、

事務局費は教育相談指導員や外国語指導助手の報酬。各種大会参加補助金は、交通費、

宿泊費を補助しており、町内の中学校に対し県大会２２件、九州大会９件、全国大会１

件の計３２件分。町立小中学校給食費支援事業費補助金は、新型コロナウイルス感染症

等の影響で高騰した児童生徒の給食費に対する補助金。その他、小中学校管理費や学校



給食費など。生涯学習課では、歳入は各施設の使用料の他、教育費委託金の社会教育費

委託金は市町村権限移譲等交付金で、史跡は県指定文化財の五輪の塔の管理に対する委

託金、立入調査は有害図書などの立入調査を年２回実施している委託金。ふるさと長与

応援寄附金は２,３８３万６,０００円を、勤労青少年ホーム管理経費や青少年健全育成

事業、社会教育事業、図書館事業、保健体育事業に充当。雑入の広告掲載料のうち１０

万１,４００円は、１５社２７誌の図書館設置雑誌のスポンサーとしての受け入れ分。歳

出は多目的研修集会施設管理費では、車止め修繕工事など８件、多目的研修集会施設屋

根防水工事の設計業務委託。公民館費の修繕料は、長与町公民館大ホール床補修や上長

与体育館玄関床補修など合計１５件分。文化振興費では、自主事業謝礼や、長与三彩窯

跡地内居宅解体工事に係る設計監理委託料と工事費。その他体育施設管理費など。農業

委員会では、歳入は農業委員会交付金、農地利用最適化交付金、農地集積・集約化対策

費補助金、農地集積・集約化等対策地方公共団体事業費補助金。歳出は、農業委員会委

員および農地利用最適化推進委員の報酬や、タブレット７台購入とインターネット接続

料、農家台帳システムの保守委託。以上のような説明がありました。主な質疑といたし

まして、建設産業部産業振興課では、シルバー人材センターの会員数は減少しているの

ではないかに対し、会員数は減少傾向で定年延長の影響が考えられるという答弁でした。

プレミアム付き商品券は５００円券を発行する検討はしなかったのかに対し、発券量が

倍になることによるコスト面と換金作業等の事務量を検討し、１,０００円券の発行とな

ったという答弁でした。土木管理課では、公園剪定等委託料で何箇所ぐらい実施してい

るのかに対し、３年度から自治会等に１０団体委託している。それ以外に高木や斜面地

の剪定を１１件実施しているという答弁でした。都市計画道路西高田線の進捗率と何年

に完成する予定なのかに対し、事業費ベースは８６％、道路延長ベースは４８％、用地

取得率は８５％、建物移転補償率は９４％、事業は８年度完了予定であるという答弁で

した。都市計画課では、急傾斜地崩壊対策事業分担金の積算根拠はに対し、町分担金条

例が４年４月に改定され、分担金は事業費の総額の５％相当額、または７５万円に工事

施工延長につき１万円を加算した額のいずれか低い方となる。４年度は事業費１,１００

万の５％を徴収し、施工延長決定後５年度に差し引き分を徴収する予定との答弁でした。

東高田町営住宅は建設から何年経過していて長寿命化工事はどのような工事をしたのか

に対し、Ｂ棟とＣ棟は建設年度が平成元年度と２年度で３０年以上たっているが、外壁

の塗装等をやり替えていなかったことにより、長寿命化計画に基づき外壁の改修工事を

行ったという答弁でした。教育委員会教育総務課、学校教育課では、給食費管理システ

ム導入委託料の内容はに対し、５年度から公会計に移行しているが、その準備として基

幹システムにサービスを一つ追加し学校給食費の台帳を作成したという答弁でした。外

国語指導助手はどこの国から来ているのか、姉妹都市のウェザースフィールドからも優

先的に来ているのかに対し、イギリス１名、アイルランド１名、アメリカコネチカット

州から１名来ている。生涯学習課では、自主事業謝礼でそれぞれの集客数と謝礼金額は



に対し、集客数はトークショー付き特別上映会３４６名、月亭方正独演会２９３名、平

和コンサート２５３名。謝礼金額はトークショー付き特別上映会１６０万円、月亭方正

独演会２２０万円、それ以外が平和コンサートに係るものであるという答弁でした。ス

ポーツ施設予約管理システムが導入されたが利便性は高まったのかに対し、システムで

の入力が約８割、窓口が約２割で成果は上がっていると思うという答弁でした。農業委

員会では、タブレットを７台購入しているが活用方法はに対し、農業委員会サポートシ

ステムという国のシステムに農地の情報を登録し、それを基に農地の地図を見ることが

でき、毎月の総会の案件の場所確認と、農地利用状況調査の際に場所の特定などで活用

している。以上のような質疑が行われ、全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５７号令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定について。提案理由、主な内容といたしまして、歳入では、収

入済額２４億２,６１７万２,４５３円、翌年度への繰越事業費となる収入未済額は１億

８,２４２万６,６００円。歳出では、支出済額１２億２,３４４万７,７３９円。翌年度

への繰越明許費は６億６,５６３万５,０００円。高田南土地区画整理事業に係る４年度

の事業実績は、本工事費８件１０億５,９０６万１,０００円、補償費３件３,１１０万１,

０００円、測量試験費１４件７,９９５万８,０００円、負担金２件２,１２３万２,００

０円、その他１件１,１９６万９,０００円。事業進捗率は道路築造６５％、宅地造成７

３.３％という説明がありました。主な質疑といたしまして、保留地処分金の内容はに対

し、１０６街区の引き渡しに伴う契約残金と、３工区の宅地１２件および付け保留地１

件などという答弁がありました。１２宅地の坪単価はいくらか。今後の保留地販売に対

する考え方はに対し、平均の坪単価は約４２万円。今後も一般競争入札方式で実施した

いという答弁でした。６年度末で工事は終了するのかに対し、造成工事自体は７年３月

末に終わるように進んでいる。以上のような質疑が行われ、全会一致で認定すべきもの

と決しました。 

続きまして、議案第５８号令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いて、提案理由、主な内容といたしまして、収益的収入及び支出の収入では、決算額８

億６５０万３,３９２円。支出では、決算額６億７,６２３万４,５１１円。資本的収入及

び支出の収入では、決算額１億９,１４７万２,２００円。支出では、決算額２億９,８５

０万３,７０３円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億７０３万１,５０３円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,８５６万２,１５４円、過年度

分損益勘定留保資金８,８４６万９,３４９円で補塡。当年度純利益は１億１,１４５万５,

９９０円。当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益と同額の１億１,１４５万５,９９

０円。当年度未処分利益剰余金は、全額建設改良積立金に積み立てられるという説明が

ありました。主な質疑といたしまして、給水人口や水量も減少しているが対策はに対し、

経営効率をさらに上げていき、広域化や官民連携などで経営基盤の強化を行っていくと

いう答弁でした。漏水調査は年次的にやっていると思うが現状はどうかに対し、年間を



通じて町内管路の約１５０キロメートルを調査員が回り、音の調査、水圧試験の水圧チ

ェック、電気による調査などで漏水箇所の調査を行っているという答弁でした。配水管

の耐用年数と耐用年数を超えた管はどれくらいあるのかに対し、基本的な耐用年数は４

０年で、４０年を超えた管路経年化率は２６.８３％だが、すぐに駄目になるというわけ

ではないので、漏水調査等の結果を踏まえながら更新などをしていくという答弁でした。

主な質疑は以上のとおりで、剰余金の処分については全会一致で可決すべきもの、決算

認定については全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついて、提案理由、主な内容といたしましては、収益的収入及び支出の収入では、決算

額１０億４６５万９６８円。支出では、決算額８億９,７８２万２８４円。資本的収入及

び支出の収入では、決算額２億２,５１４万３,１４０円。支出では、決算額が５億５,７

７６万８,２２５円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億３,２６２万５,０８

５円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,９１９万８,６６７円、過

年度分損益勘定留保資金３億１,３４２万６,４１８円で補塡。当年度純利益は８,７６３

万２,０１７円。当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益と同額の８,７６３万２,０１

７円。当年度未処分利益剰余金は全額減債積立金に積み立てる。以上のような説明があ

りました。主な質疑といたしまして、有収率の改善が図られているようだがその理由は

何かに対し、下水道管路調査等毎年対策を取っているが、雨水の影響が大きい。３年度

は降水量が多く４年度は少なかったため処理水量が減ったことが要因と考えるという答

弁でした。下水管の耐用年数と耐用年数を経過した管はどれくらいあるのかに対し、耐

用年数は５０年、管渠老朽化率は０％で５０年経過したものはない。デザインマンホー

ルは何箇所設置して費用は通常のものとどれくらい違うのかに対し、５カ所設置で材料

費は１枚当たり、通常のものが約６万５,０００円、デザインマンホールが約１５万円だ

が、ＱＲコードなど遊び心のある仕組みも整えており、下水道の啓発活動を続けていき

たいという答弁でした。主な質疑は以上のとおりで、剰余金の処分については全会一致

で可決すべきもの、決算認定については全会一致で認定すべきものとしました。以上で

報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず議案第５２号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５７号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５８号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５９号について質疑はありませんか。 



質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

場内の時計で１１時まで休憩いたします。 

（休憩 １０時４６分～１１時００分） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

これから議案第５２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

１２番、堤議員。 

○１２番（堤理志議員） 

議案第５２号について決算の認定に反対の立場から討論を行います。所管ごとの事業

は丁寧で堅実な実施をされているとの印象を持ちましたが、財政については以前から指

摘している構造的な問題があるため認定に同意ができません。本町の一般会計は予算の

約９割以上が行政を維持していくための経費に充てられる、いわゆる財政硬直化の状況

が続いております。他の自治体も類似した状況のようですが、現在は町の魅力を高め、

どうやって転入し住み続けていただくそういうまちづくりをするか、近隣自治体と切磋

琢磨する時代になっております。本町独自の魅力的な政策を思い切って実行するその予

算を捻出するためには、財政の硬直化を改善しなければならないと考えます。扶助費な

どの義務的経費と老朽化対策は削減できないため、何らかの方法で歳入を増加させるか、

また行政サービスを縮小するか、あるいは大型事業の投資的経費を抑制するかしか方法

はないと考えます。私は従来から大型事業への投資的経費が町の財政の身の丈を超えて

おり、これが住民福祉の有料化や廃止、削減などという形で影響を及ぼしていると考え

ております。今後若い世代の方が長与町を選んで転入してもらうためにも、またこの町

で長年納税してこられた住民の移動手段確保など、住み続けられるまちづくりのために

も、また予期せぬ激甚災害への対応のためにも弾力的な財政運営ができるようにしてお

く必要があると思います。そのためには大型公共事業への一般財源投入の在り方を見直

すべきという態度を予算でも表明してきました。決算でも改めてこのことを申し上げ討

論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

４番、八木議員。 

○４番（八木亮三議員） 

私は議案第５２号長与町令和４年度一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成

の立場から討論いたします。令和４年度の本町の決算は歳入が約１５４億４,２８９万円、

歳出が約１４２億９,４５３万円で、新型コロナ感染症対策関連の交付金等の減少によっ

て、新型コロナ感染が拡大を始めた令和２年度および３年度と比較すると減額している

ものの、経常収支比率は９１.２％とコロナ禍前よりも下がっており、また、税収も過去



５年間で最大となっているうえ、町税の滞納繰越額が４年前と比較して４７％近く減少

するなど、財源確保から支出の調整まで、職員の日々の努力によって全体として評価で

きる財政運営が実現されていると考えます。４年度に特徴的な事業をいくつか確認いた

しましても、新型コロナワクチン接種体制の確実な整備、またＨＰＶワクチン任意接種

者への償還払いを本町独自に９価ワクチンも対象にし、実際に９価接種者が償還払いを

利用した実績につながっていることなどから、住民の命と健康を守る行政としての責任

が果たされていることが分かります。また、非課税世帯、低所得子育て世帯への特別給

付や子育て支援施設、および福祉事業所への感染対策と物価高騰対策としての補助金の

支給、プレミアム付き商品券発行や飲食店応援キャンペーンによる商工業振興などは、

新型コロナ対応臨時交付金を必要なところに無駄なく活用した町内消費者および事業者

の双方の暮らしを守る施策として、実際に多くの町民から歓迎と支持をする声を聞いて

おります。しかしながら、期待された効果が目に見えて出ていない事業もあります。全

部または一部が一般財源による自治体加入促進や移住・定住促進事業、結婚相談事業な

どは、現時点では費用対効果が高いとは言いがたく、過年度の投資が無駄にならないよ

う成果に結びつけるか、改廃を含む見直しを検討すべきと思われるものもありますので、

職員各位におかれましては予算は全て血税であることを常に意識し、無駄のない予算執

行を行うことをここで求めたいと思います。５００万円を投じたオンライン会議等環境

整備事業も現在はまだその用途が遠方自治体とのやりとりなどが中心のようですので、

育児や介護を抱える一般職員の在宅ワークを可能にするなど、佐賀県庁のような先進事

例を研究し、できない理由よりできる方法を探し、ＡＩやＲＰＡの利用拡大と併せて職

員の働き方改革とそれに伴う経常的経費削減に資する活用を期待いたします。長年高田

南土地区画整理事業への繰出金が毎年多額であることで、住民サービスが圧迫され続け

ているという意見もありますが、４年度は保留地処分金が当初予算の１.８倍を超える１

５億７,６５０万円の歳入となって町へ入ってきており、それに併せて土地区画整理事業

特別会計への繰出金は当初予算の８４.４％に抑えられるなど、ようやく事業の成果が実

を結びつつあると、現状は前向きに評価すべきと考えます。ただし、一括施工の完了予

定まで残りわずか１年半ほどの中で、４年度の１年間での工事進捗は道路築造で１％、

宅地造成で８％ほどで残りがいずれも３０％前後あり、昨年度から今年度には６億６,５

００万円ほども繰り越されていることを考えますと、工事の進捗は予断を許しませんの

で、引き続き必ず予定どおり完了させることを地権者および町民に改めてお約束いただ

きたいと思います。その他の事業につきまして、委員会で詳細に質疑、審査をした結果、

問題と思われる歳入歳出はありませんでしたので、賛成といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 



これから日程第６、議案第５２号令和４年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第５３号令和４年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

１２番、堤議員。 

○１２番（堤理志議員） 

議案第５４号令和４年度の国民健康保険特別会計決算の認定について賛成の立場から

討論を行います。国保の予算については令和４年度当初予算でも賛成をしており、決算

についても認定する立場であります。令和４年度の国保会計は、住民の負担を抑制する

二つの方向性が示されております。一つは未就学児の保険税を軽減する措置が取られ、

住民負担が軽減されたことであります。二つ目は、積み増ししている基金を今後予測さ

れる税負担の上昇を抑制するために活用する意向を表明していることであります。国保

税は、高齢者や自営業者など経済的に厳しい状況に置かれた方が多く加入している実態

があります。にも関わらず、他の健康保険と比べても税負担が重いというこのことを議

会で繰り返し指摘をしてきました。今年の改選で勇退された同僚議員からも国保税の負

担が高額になっているとの意見が出されていました。また別の同僚議員からも基金を一

定取り崩し、減税に充ててはどうかとの意見提案も出されていました。令和６年度から

激変緩和措置が終了する状況があり、これへの備えは念頭に置く必要があります。しか

し、住民にとって国保税はなおも重い税であることに変わりはないことを考慮し、積み

立てた基金を活用して国保税を上げない努力を続け、さらには税率の軽減にも努めるこ

とを期待し、討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 



次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

４番、八木議員。 

○４番（八木亮三議員） 

私も議案第５４号令和４年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、賛

成の立場から討論いたします。まずもって国民健康保険によって実現している国民皆保

険制度は１９５８年の新健康保険法によって確立されたもので、社会保険の枠から外れ

た自営業者などに対しても万一の傷病に備え、一人一人が保険料を出し合って支え合う

保険制度として定めると同時に、保険診療ルールによって医療費を一定かつ低水準に保

つもので、全ての国民が高度な医療を公平に受けられる重要な制度と考えます。もし日

本に国民皆保険制度がなければ自由診療によって医療機関ごとに医療費に大きな差が生

まれ、アメリカのように高額請求が常態化し、かつ民間の医療保険料も高額となり、一

定の高額所得がある人間だけが健康や生命の維持が可能になり、それ以外の多くの国民

は医療を諦めざるを得ない社会になる可能性が考えられます。国民健康保険には約３,４

００万人の被保険者がおり、制度の維持は絶対でありますが、しかしながら少子高齢化

や医療技術の発達によって国民所得に対する医療費および税負担率は年々増加しており、

国による実効性のある対策や制度改革が急務であると同時に、当然に地方自治体レベル

でも保険料抑制の努力が必要となっています。そのような状況の中で４年度の本町の国

保事業決算を見ますと、交付金措置による国保の財政基盤強化に直結する保険者努力支

援制度への取り組みが高い成果を上げており、県内２１市町中で１位、全国１,７４１自

治体中でも３８位と、担当課の努力と、町民の健康と保険への意識の高さが結果に表れ

たものとして高く評価すべきものであると考えます。また、県への移管に伴う保険料の

激変緩和措置が今年度で終了するという状況の中で、財政調整基金を４年度に１億円を

新たに積み立て、５億４,０００万円としていることも将来を見据えた財政運営と言えま

す。今後も健診受診やポイント事業への参加、ジェネリック医薬品の活用などが、個人

の健康づくりのためだけでなく将来世代への保険料抑制につながること、そして、国民

健康保険制度の意義や必要性を町民へしっかり説明を行い、制度を堅実に運用していく

ことを求め賛成といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第５４号令和４年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５５号の討論を行います。 

まず反対討論はありませんか。 

１２番、堤議員。 

○１２番（堤理志議員） 

議案第５５号令和４年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について討論を行います。

後期高齢者医療の政策的判断は国や広域連合であって、本町は事務的処理をするもので

あるということは承知をしております。しかし制度に対する問題点を町民の立場から指

摘する必要があると考え、反対の立場から討論を行います。この制度は住民が７５歳に

到達すると、従来の医療保険から切り離し加入することになります。７５歳以上の方が

増えれば増えるほど、それに応じて医療費が増えれば増えるほど、保険料負担が増え続

ける制度設計になっています。実際に令和４年度も保険料は引き上げとなりました。７

５歳以上の高齢者は戦後の荒廃から国土と郷土の復興を成し遂げ、今日私たちが生活す

る土台を築き上げた方々です。高齢者と現役世代を年齢と生産性という尺度で分断し、

世代間の対立を招く制度であります。高齢者に長生きは迷惑をかけるという間違った意

識を持たせ、道義的にも相互扶助の精神から見ても黙認することはできません。地方自

治体単独でこの制度を抜本的に変えることはできませんが、議会や行政が国や県に対し

制度の在り方を問うたり、国庫負担の増額を求めることはできます。この制度の問題点

を示し改善を求める立場から反対の理由を述べ本決算認定に反対をいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

９番、安部議員。 

○９番（安部都議員） 

議案第５５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

賛成の立場から討論いたします。後期高齢者医療制度は従来の老人保健制度に代わり平

成２０年度から開始され、７５歳以上の高齢者と６５歳以上７５歳未満の一定の障害が

ある方も対象となり、現在長崎県後期高齢者医療広域連合が運営しております。本町で

は保険料の徴収等を行っております。医療費の自己負担割合は、基本的に１割で、２０

２２年１０月より一定以上所得がある場合は新たに２割が追加され、また現役並みの所

得者と見なされる場合は、３割の負担とされています。令和４年、５年度の全国平均保

険料額は年額７万７,６６３円で、月額６,４７２円となっておりました。また均等割が

４万７,７７７円で、所得割率９.３４％であります。世帯の所得が一定以下の場合には、

均等割の７割、５割、２割を軽減されております。本町の令和５年３月末の被保険者数

は５,７６０人で、前年度比７４５人の増となりました。収入率は９８.４％であります。

後期高齢者医療保険料も約８,６８０万円と増加し、全体的に前年度比３,５９９万７,０

００円増となっており、今後も高齢率が高くなるにつれ保険料の増額が見込まれます。



令和元年５月に医療保険制度の適正かつ効率的な運用を図るための健康保険法等の一部

を改正する法律が公布されました。これは広域連合および市町村により、高齢者の保健

事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築等が明示されております。高齢者数が

ピークを迎える２０４０年頃を見据え、重症化予防、健康づくりを推進し、高齢者一人

一人に対しフレイルなどの心身の多様な課題に対応してきめ細やかな保健事業を行うた

め、運動、口腔栄養、社会参加などの観点から市町村における保健事業と介護予防の一

体的な実施を推進しております。しかし、今後、高所得者における保険料の年額上限額

は、現行の年額６６万円から８０万円に、令和６、７年に引き上げる案が政府によって

検討されています。このことを鑑み、所得の低い方に国による救済措置を講じるため、

令和元年１０月より年金生活者支援給付制度も開始されました。今や１００年時代と言

われ平均寿命は男性が８１.４１歳、女性が８７.４５歳まで延長しております。今後も

国や県の動向に注視し、後期高齢者になっても本町において必要な医療を安心して受け

られる機会の確保という観点から、現状維持を基本とし、本町で安心して老後生活を暮

らせるよう国の保険制度の安定化を求めて本議案に賛成といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第５５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第５６号令和４年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

１２番、堤議員。 



○１２番（堤理志議員） 

議案第５７号令和４年度長与町土地区画整理事業特別会計決算の認定について同意で

きず、反対の立場から討論を行います。本事業は昭和６１年から開始されました。当初

の予定から大幅な変更を繰り返し、予算規模も工事期間も増大してきました。地権者の

方からも早く戻りたいとの声も寄せられております。事業を早期に完成させることを目

標に施工方法を一括施工へと変更をしましたが、それにより新たな困難も懸念されます。

毎年度投入する事業費が大規模になりますが、不測の事態が起きようとも毎年度確実に

負担をしなければなりません。昨今全国的に激甚災害が頻発していますが、そのような

中にあっても、国、県の補助が確実に履行されるのか緊張を余儀なくされます。以前長

崎新聞もまちづくりのかせと題して、本町の区画整理事業の状況がまちづくりのネック

となっているとの問題意識を持って報道がされました。地方自治法第１条の２には、住

民の福祉の増進を図ることを基本にとあります。つまり自治体は住民福祉の増進、住民

サービスの向上のためにあることが明記をされております。私は本事業が住民福祉、ま

ちづくりのための財政を圧迫してきた側面があると認識をしております。自治法の趣旨

から見て事業は承認できないことから反対を表明し、討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

１番、堀議員。 

○１番（堀真議員） 

議案第５７号令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、賛成の立場から討論いたします。高田南土地区画整理事業は、土

地の有効活用や防災性向上、環境改善を図るため昭和６０年に事業を着手し、昭和６１

年には長崎県に事業を受託し整備が進められております。事業開始から３５年以上が経

過し、事業費も３３１億円と莫大な費用が計上されております。また何より多くの地権

者と関係者の皆さまは早期完成を待ち望んでおり、今までのご不便やご苦労はいかばか

りかと拝察をする次第でございます。このように長期化している本事業の早期完成に向

け、町長の英断により令和元年度から一括施工という手法により工事を行い、令和６年

度完成に向け事業も大詰めを迎えております。令和４年度末の宅地造成の進捗率は７３.

３％となっており、工事区域内の一部は宅地も完成し住宅も建ち始めるなど、事業の進

捗がより目に見える形となってきました。しかし、この事業が予定どおり完成するには、

国からの補助金の確保が重要であると考えています。現在一定の補助金は確保されてお

りますけれども、今後も油断することなく補助金の確実な確保に努めていただき、この

事業を予定どおりに完成することを強く要望して、賛成討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 



討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第５７号令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

これから議案第５８号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第５８号令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、剰余金の処分について採決いたします。剰余金の処分に対する委

員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち剰余金の処分については可決されました。 

次に、議案第５８号のうち決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第５８号令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、決算認定について採決いたします。決算認定に対する委員長の報

告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち、決算認定については認定することに決定い

たしました。 

これから議案第５９号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決

算認定についてのうち、剰余金の処分について採決いたします。剰余金の処分に対する

委員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち剰余金の処分については可決されました。 

次に、議案第５９号のうち、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決

算認定についてのうち、決算認定について採決いたします。決算認定に対する委員長の

報告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち決算認定については認定することに決定いた

しました。 

日程第１４、請願第１号ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０

２４年度政府予算に係る意見書の提出を求める請願を議題といたします。 

ただ今議題としています請願について、委員長の報告を求めます。 

中村産業文教常任委員長。 

○８番（中村美穂議員） 

続きまして、委員長報告の始めにも報告いたしましたが、請願の審査において安部都

紹介議員を招き審査をいたしました。請願第１号ゆたかな学びの実現・教職員定数改善

をはかるための、２０２４年度政府予算に係る意見書の提出を求める請願について。請

願項目といたしまして、子どもたちのゆたかな教育環境をつくるための「ゆたかな学び

の実現・教職員定数改善をはかるための、２０２４年度政府予算に係る意見書」を採択

し、地方自治法第９９条の規定により関係大臣に意見書を提出するよう要請するという

内容の説明がありました。主な質疑といたしまして、請願書に２０２３年度政府予算編

成と記載があるが年度は正しいのかに対し、２０２３年度のうちの予算編成を審議する

中で、働きかけをしてもらうために出されているという答弁でした。３５人学級の実現

とあるが教職員が不足している現状で確保できるのかに対し、人数を増やすために義務

教育国庫負担制度を２分の１に復元することを要望しているという答弁でした。長与町

は部活動改革も先進的に行っておりスポーツ庁からも予算が付いている。取り組みを進

めている本町において、あえて町議会として意見書を出す必要があるのかに対し、長与

町のことだけではなく、全国的な教職員の定数改善を図るための請願であるという答弁

でした。以上のような質疑が行われ、賛成少数で不採択すべきものと決しました。以上

で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 



質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから請願第１号の討論を行います。 

まず、賛成討論はありませんか。 

９番、安部議員。 

○９番（安部都議員） 

請願第１号ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２４年度政府

予算に係る意見書の提出を求める請願に賛成の立場で討論いたします。義務教育費国庫

負担制度は、義務教育が経済的な条件や居住のいかんにかかわらず、子どもたちが義務

教育を無償で受けられ、最低水準を確保するため必要不可欠な財政上の制度として措置

されてきました。しかし、２００６年度から国庫負担率を２分の１から３分の１に引き

下げられることにより、３分の２の経費については、都道府県が自己財源での負担とな

り財政を圧迫しております。長崎県においては地方交付税により、現在のところ財源措

置がなされておりますが、安定した補償とは言えません。全国でも地域の格差が生まれ、

教育の質の低下や職場環境の悪化につながりかねません。令和５年度の長崎県の教育費

は１,３８０億７,４００万円の１８.４％です。２０２３年度の文科省の予算は、４兆１

４６億円で、義務教育国庫負担金は１兆５,２１６円です。教職員定数の改善に１０４億

４,８０８人増となっておりますが、教職員定数自然減が圧倒的に上回り１３２億円の減、

６,１３２人の減となり全く足りない状況であります。また教職員の配置の見直しが８億

円減、３５０人の減となっており、万年教職員不足となり、病休や産休で休みたくても

教職員がゆっくり休みが取れないのが現状であります。その代わりに副校長や管理職な

どが代替した形となり、先生方も業務多忙で疲弊した状態であります。実際全国の小学

校教諭の１カ月の平均残業時間は８２時間１６分、中学校で１００時間５６分で、過労

死のレッドライン状態であります。これは本町の教職員には関係ないのではなく、全国

の教育現場で起こっている状況なのであります。また教職員なり手不足も増強され、教

員の５割以上が休憩時間が０分で業務量も外国語教育、プログラミング教育、キャリア

教育など増大しております。日本の未来を担う子どもたちの豊かな教育を保障すること

は基盤づくりであり、子どもたちが等しく教育を受ける権利を有し、地方格差なく機会

均等と水準維持向上に教育を受けられることは、憲法２６条でうたってあり国の責務で

もあります。昨今日本の子どもたちを取り巻く環境は、時代の流れや社会環境の劣悪に

より大きく変化し、いじめによる自殺者や暴力や不登校、引きこもりが増大しておりま

す。小学校での低年齢化の暴力行為は十数年前の５倍以上となっており、子どもたちを

教育する立場である教職員の精神疾患による病気休職者も増大しているのが現実であり

ます。令和２年度精神疾患による休職者数は全国で５,２０３人です。その対策として労

働安全衛生法の改正により、２０１２年度から一般公務員にも適用されストレスチェッ

ク制度が義務化されました。また、日本のＧＤＰに占める教育支出の割合は約２.８％で



ありＯＥＣＤ加盟国３７カ国中３６位で、平均の約４.１％を大きく下回りワースト２と

なっております。ＯＥＣＤ諸国並みの教育環境を整備するためには標準定数法を改正し、

本来なら国の責務で学級編制を３０人以下学級にすることが理想であります。「教育は

人なり」と言われるように教職員の確保、適正配置、資質向上が重要であり、そのため

には国が財源を安定的に確保することが望まれます。この請願は教育現場をよく熟知す

る教職員組合の先生が毎年過去提出されております。これまで全会一致で可決されてき

ましたが、ここ数年コロナ禍において提出できない状態でしたが、全長崎県の教職員や

子どもたちの教育財源と環境整備のために、今回国への請願、意見書等々提出をされま

した。長年意見書を提出することでかなりの成果を上げておられます。本町の小学校に

おいては３５人学級はほぼ完成いたしますが、中学校においては中学１年生が３５人学

級のみで、中学２年、３年生は４０人学級であり、まだ道半ばでございます。また中学

校の部活動の地域連携や地域スポーツ文化クラブ移行に向けた環境の一体的整備事業に

ついては、令和４年度の決算で本町は１０６万８,０００円の委託費が支払われておりま

す。また文科省においても２３年度予算額が２８億円の計上がなされ、全国でも拡大さ

れつつあります。しかし、本町の小学校の先生にも現状をお聞きしましたが、特別支援

学級の先生方も全く教職員が不足し、同じ障害がある児童を１年生から６年生まで８人

も１人で担当されていることなど、本当に厳しい現状を目の当たりにし、これは変えな

ければ先生方の命も危ないと実感してきました。一学級を３人から４人にするか、副担

任や支援員などの加配があったらと言われておりました。それが心の叫びだと思います。

教育現場全体を見回すと課題が山積しており教職員の働き方改革は今後の課題であり、

国に意見書を提出することで子どもたちの豊かな学びの実現や、教職員の環境改善が図

られればと願います。先生たちのゆとりが子どもたちの心のゆとりとなりつながり、い

じめも減少していきます。働きやすい魅力ある教育現場の環境、人員の必要確保、賃金

の安定、教職員の事務量の多忙化によりなり手不足が問題視されています。増やすため

には賃金の安定、業務量を減らすことです。この国の未来の子どもたちにとって義務教

育のナショナルミニマムを堅持し、子どもたちの教育を保障する観点から本請願に賛成

といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

１３番、竹中議員。 

○１３番（竹中悟議員） 

私は当請願に反対の立場で討論いたします。請願の内容については十分に私どもも理

解をしています。根本的な問題は教職員の不足にあると感じています。請願は当該行政

体の緊急かつ重要性がある事件に対し願意を示すことであり、一般論の要求、一部少数

団体の願意は適当と思っていません。現に長与町は国指導の下推進努力をしており、特

に部活動の見直しにつきましては、既に国から委託金を１,１３０万円を受け実践をして



います。また中教審特別部会でも長与町を好事例として紹介をされています。国と同じ

方向で教職員の働き方改革を進めている長与町に、一部政策団体の請願を受け意見書を

国に提出することは、あたかも長与町も取り組めていないような印象を国ひいては町内

外に与えかねないと危惧をしています。議会は行政の監視力も担っており、是々非々で

対応する必要性があります。取り組んでいなければ非を突きつける必要がありますが、

前向きに適切に取り組んでいる業務は正しく評価すべきと考えています。よってこの請

願に反対をいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

４番、八木議員。 

○４番（八木亮三議員） 

私は請願第１号について、賛成の立場から討論いたします。本請願は２０２４年度の

政府予算編成において教職員の処遇改善とそれに伴う児童生徒へのきめ細やかな指導、

支援の充実の実現という方針を取り入れることを国および関係機関に求めるものです。

よって請願に添付されておりました意見書案につきましては、本文最後に２０２３年度

政府予算編成においてという文言がありますが、これについてはあくまで次年度、２０

２４年度の予算を編成するに当たってという趣旨であると思われますが、意見書は請願

採択後に改めて正式なものを作成するものでありますので、この点については誤解の生

じないよう修正をする前提で、請願の求める趣旨について賛成である理由を述べさせて

いただきます。まず２０２２年１月に文科省が結果を公表した教員不足に関する実態調

査の県別の教員不足状況によりますと、長崎県は教員不足の小学校が４１、中学校が３

８で、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、通称義務標

準法に基づく充足率では小中学校ともに同じ９８.３％で、４７都道府県中で最下位とな

っております。本町においては現在教師が不足している状況ではないようですが、県内

の小学校数が３１３、中学校が１６４ですので、この２０２２年１月の文科省の公表を

基にしますと、小学校３１３校中４１校で教員が不足、つまり７.６校に１校が不足して

いる状況です。これでは教職員の標準定数の算定および人事の権限が県にある中にあっ

ては、小学校が５校ある本町でも県の判断によって、いつ教員の配置不足が起きるとも

分かりません。同じく中学校も県内の４.３校に１校が教員不足の中で、本町には３校の

中学校があり懸念せざるを得ません。令和３年の義務標準法改正に伴う３５人学級を実

現しつつ、教員不足への懸念が現実とならないためには、本請願で求める加配教員や養

護教諭、栄養教諭などの少数職種の増員は必須であり、本町を含む全国の公立学校およ

び教職員が求めているものであると考えます。そしてその加配増員を実現するには、教

職員のなり手確保とそのための労働環境、条件の改善が必要なのは火を見るよりも明ら

かです。令和３年の義務標準法改正に当たっての文科省から全国の知事、教育長への通

知を見ますと、今回の学級編制の標準の引き下げの目的を個別最適な学びを実現し、子



どもたち一人一人に応じたきめ細やかな指導を可能とすることとしていますが、同時に

教員の負担を軽減し働き方改革に資するもので、勤務時間管理や労働安全衛生管理の徹

底、業務の適正化のためでもあると書かれています。つまり３５人に限らずさらなる少

人数学級を実現することは、今やきつい、帰れない、給料が安いの新３Ｋとも呼ばれ、

なりたい職業の上位ではあるものの実際になってみると膨大な業務に追われ、直近の令

和３年度の調査でも公立学校教職員の０.６４％に当たる全国５,８６９人が精神疾患に

より休職しているという、学校教職員の負担を直接的に軽減することにつながります。

本町では小学校の全学年と中学校の１年生までは既に３５人学級が達成していると聞い

ておりますので、義務標準法改正による３５人編制実現のための経過措置が６年度末で

あることに鑑みますと、恐らくそれまでには小中学校の３５人学級は、本町では実現で

きると推察されます。それをもって本町ではこの請願が求める内容は既に達成されてい

るという考え方もあるようですが、３５人学級を達成するのでいっぱいいっぱいのぎり

ぎりの教員配置を必要十分と考えてしまっては、それ以上の労働環境の改善は望めない

ということになります。先日の同僚議員の一般質問への答弁によりますと、本町におい

て今年度の４カ月間で月に４５時間を超える超過勤務を行った教職員が累計で２９２人

いるとのことでした。これは事実上いわゆる残業代が出ない給特法の下で、多くの教職

員が子どもたちのためにまさに身を切りながら働き続けざるを得ないという実態が現に

本町にあるということであり、本町の教職員ひいては本町の現在そしてこれからの子ど

もたちのためにより良い学校教育環境実現のための改善を国に求めることは、本町議会

が議決し提出する請願として何ら不自然ではありません。また特別支援学級について本

来は８人という標準の中で、本町ではそれを超える９人のクラス編制になることもある

と聞いております。これ自体は転入などによるものであり、現行法上その運用自体に問

題はないものの、実際に特別支援学級を担当したことがある教職員の方に直接話を伺い

ましたら、そもそも８人でも目を行き届かせることに大変な苦労があるとのことで、本

来ならば１クラス６人または４人程度が、教職員の負担軽減のためにも児童生徒に指導

支援を行き渡らせるためにも望ましいとおっしゃっておりました。この方だけでなくＳ

ＮＳなどでも多くの現役教職員が、特別支援学級１クラス当たりの児童生徒数を減らす

べきだと声を上げていますが、仮に自治体レベルでそれを実現したくとも、特に長崎県

のように教職員が不足している地域にあっては望みは極めて薄い状態です。義務教育費

国庫負担制度は、平成１８年度から国の負担をそれまでの２分の１から３分の１へ引き

下げ、３分の２を自治体ごとの税収および地方交付税で賄うべきものとしました。これ

は公教育において地方の独自性を出せるよう、都道府県が教職員の数や給与を決定でき

る総額裁量制を強化するものではありますが、本来全国どこに住んでいても一定水準の

教育を等しく受けられるべきものが義務教育であるにも関わらず、人口減少によって税

収も減少している長崎県が、教育不足率で全国最悪の状況にあることが示すとおり、地

域間格差を現に生み出しております。国庫負担を改正前の２分の１に戻すことは、教職



員を確保しその労働環境を改善し、もって長与町を含む本県の公教育の環境を改善し引

き上げる、子どもの学ぶ権利を保障することにつながり、優秀な人材の輩出や人口減少

への歯止めにもつながり、全国的な日本の義務教育レベルの平準化および引き上げにつ

ながるものと考えます。以上のことから本請願は本町の公教育の改善に大きく関連する

重要な要望を求めており、採択すべきものと考えます。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

次に、反対討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、請願第１号ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるため

の、２０２４年度政府予算に係る意見書の提出を求める請願を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。本請願に対する委員長の報告は不採択です。 

本請願を採択することに賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

起立少数。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。 

日程第１５、発委第２号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たす

ことを求める意見書を議題といたします。 

ただ今議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

竹中議会運営委員長。 

○１３番（竹中悟議員） 

それでは発委第２号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすこと

を求める意見書について、提案理由を申し上げます。ご承知のとおり昨年６月の核兵器

禁止条約第１回締約国会議において、核兵器の非人道性を再確認するとともに、核兵器

に依存した安全保障を批判し、条約への参加促進や核被害者援助など、条約の内容を実

現する方策を盛り込んだ最終文書であるウィーン宣言と具体的な手順や行動を定めたウ

ィーン行動計画が採択をされました。しかしながらこの会議には核保有国やその同盟国

の多くは参加せず大きな課題とされているところであり、今後核兵器禁止条約の実効性

を高め効果的な運用と発展のためには、これらの国が参加し議論が行われることが重要

となります。また本町は長崎市と共に被爆地であり、平成６年に「平和で安全な町」宣

言を行い核兵器の速やかな廃絶を訴えています。国におかれては、核兵器のない世界の

実現という被爆者の切なる願いを真摯に受け止め、核保有国と非核保有国の橋渡しに努

めるなど、核兵器禁止条約の実効性を高めるために主導的な役割を果たされるよう強く

要望し、核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。まずは本年１１月に開催予定の

第２回締約国会議にオブザーバーとして参加すること。その上で核保有国を含む核兵器

禁止条約に署名・批准していない国に対し、署名・批准を要請することを求める本意見



書を提出をしようとするものであります。なお案文につきましてはお手元に配布をした

とおりでありますので、朗読を省略させていただきます。ご審議の上何卒賛同賜ります

ように、よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています発委第２号は会議規則第３９条第２項の規定により、委員

会付託を省略いたします。 

これから発委第２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

９番、安部議員。 

○９番（安部都議員） 

核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書に賛

成の立場で討論いたします。本意見書は、国に対して核兵器のない世界への取り組みを

求め、核兵器禁止条約の署名・批准を要請し、本年１１月に開催予定の第２回締約国会

議にオブザーバーとして参加を求めるものです。また、平成２９年７月、１２２の国、

地域で核兵器禁止条約に賛同し採択され批准も行われました。日本政府は国連会議での

核兵器廃絶決議案に賛成したものの、アメリカの核の傘下でいる唯一の被爆国日本と核

保有国や同盟国の多くは、核兵器禁止条約の交渉のテーブルには着くことはありません

でした。日本こそ対等に立ち核兵器廃絶に向け平和交渉への道しるべを示し牽引するべ

きであります。ぜひ本年１１月に開催される第２回締約国会議にオブザーバーとして参

加することを強く願います。本町でも平成６年「平和で安全な町」宣言を行い、核兵器

廃絶を願い後世へ継承し平和活動を行っております。核兵器のない世界を実現させるた

めには、東アジアに残された冷戦構造を終結させ、米朝だけでなく日朝の国交正常化が

欠かせません。日朝平壌宣言に基づき、対話による日朝の緊張感を解くべく関係改善を

進め、対話と平和交渉によって拉致をはじめ日朝間の解決を主体的に図ることが望まれ

ます。長崎・広島の被爆者は、平均年齢８５歳を超え後遺症と今も闘い続けています。

終わってはないのです。核兵器の非人道的行為や被爆者の苦しみを二度と子どもたちに

繰り返させないために世界の平和と核兵器廃絶に向け、強く日本政府へ、核保有国へ、

核兵器禁止条約の署名・批准を要望し、被爆２世の私からも賛成討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 



これから日程第１５、発委第２号核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割

を果たすことを求める意見書を採決いたします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

なお、本意見書の提出先については、議長に一任願います。 

日程第１６、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りします。会議規則第１２９条の規定により、お手元に配布のとおり議員を派遣

したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よってお手元に配布のとおり議員を派遣することに決定いたし

ました。 

日程第１７、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題といたします。 

総務厚生常任委員長、産業文教常任委員長、議会運営委員長、議会広報広聴常任委員

長から、目下委員会において調査中の事件について会議規則第７５条の規定により、お

手元に配布のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決定いたしました。 

以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決された案件

につきまして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を

議長に委任されたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よってこれら整理を要するものにつきましては、議長に委任す

ることに決定いたしました。 

次に、閉会にあたり町長から発言の申し出がありますので、許可します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。去る９月５日に開会

していただきました令和５年第３回長与町議会定例会も本日閉会となりました。本定例

会では、令和４年度の各会計歳入歳出決算認定をはじめ提案いたしました各議案につき

まして、本当に長い期間慎重にご審議を賜りご決定をいただきました。心からお礼と感



謝を申し上げる次第でございます。また７名の議員の皆さまから一般質問をいただき、

町政の発展の立場からご指摘等を賜りました。重ねて感謝申し上げる次第でございます。

皆さまからのご指摘、ご指導、ご提案につきましては、真摯に受け止め取り組んでまい

ります。さて、今年５月に新型コロナ感染症の位置付けが５類感染症に変更されたこと

もあり、町内各地でさまざまな総会やイベントが再開され始めております。特に８月に

は長与町ペーロン大会が４年ぶりに開催され、どらや太鼓に合わせまして、威勢のいい

掛け声や多くの歓声が長与港に響きわたったところでございます。また、長与川まつり

につきましても、今年はステージイベントをはじめ多くの出店も立ち並び、子どもから

大人までまつりを楽しむ皆さまの笑顔が会場の至るところにあふれておりました。今後

も町民体育祭や各地区の公民館まつりなど、大小さまざまな行事がめじろ押しとなって

おります。町内各地で少しずつ以前のようなにぎわいが戻ってきており、議員の皆さま

にもいろいろとご協力をいただく場面があろうかと思いますが、引き続きお力添えを賜

りますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 

○議長（安藤克彦議員） 

これにて会議を閉じます。 

令和５年第３回長与町議会定例会を閉会いたします。 

（閉会 １２時０４分） 

 


